
【
投
稿
規
定
】

・
投
稿
資
格
は
、
基
本
的
に
大
学
（
修
士
相
当
以
上
）
で
美
術
史
に
関
す
る
専
門
的
な
教
育
を
受
け
た
か
、
美
術
館
・
博
物
館
も
し
く
は
そ
の
他
研
究
施

設
に
籍
を
有
し
た
こ
と
が
あ
る
者
と
す
る
。

・
投
稿
内
容
は
「
論
文
」
と
「
資
料
紹
介
」
を
主
と
し
、
日
本
の
近
世
美
術
を
中
心
と
し
た
江
戸
時
代
の
文
化
に
関
す
る
未
発
表
の
も
の
と
す
る
。
い
わ

ゆ
る
「
焼
き
直
し
」
や
「
サ
ラ
ミ
論
文
」
は
認
め
な
い
。

・
原
稿
量
に
つ
い
て
、「
論
文
」
は
本
文
を
８
０
０
０
字
（
４
０
０
字
詰
20
枚
）
以
上
と
し
、
特
に
上
限
を
設
け
な
い
。「
資
料
紹
介
」
は
内
容
に
応
じ
る

も
の
と
す
る
。

・
本
文
は
デ
ジ
タ
ル
原
稿
と
し
、
必
要
な
図
版
と
と
も
に
、
毎
年
八
月
末
日
ま
で
に
編
集
責
任
者
に
提
出
す
る
。

・
写
真
掲
載
に
関
し
て
は
、
執
筆
者
が
責
任
を
も
っ
て
許
認
可
を
得
る
こ
と
と
す
る
。

・
採
否
の
判
定
は
、
査
読
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て
判
断
す
る
。

【
査
読
基
準
】

・
評
価
は
以
下
の
三
点
を
基
準
と
し
て
行
う
。

一　

テ
ー
マ
選
び
の
妥
当
性 
→ 
有
用
性
（
意
義
）
と
新
規
性
の
充
足

ａ　

有
用
性
（
意
義
）
→ 
真
理
探
究
の
精
神
に
基
づ
き
、
日
本
の
近
世
美
術
に
関
す
る
歴
史
観
の
構
築
に
寄
与
し
た
か
。

ｂ　

新
規
性
→ 

学
術
研
究
の
蓄
積
に
対
し
、
新
た
に
得
ら
れ
た
内
容
は
あ
っ
た
か
（
以
下
の
い
ず
れ
か
を
求
め
る
。）

１　

新
た
な
歴
史
観
の
提
示
（
既
存
の
評
価
と
異
な
る
視
点
や
解
釈
）

２　

新
資
料
の
紹
介
と
歴
史
的
位
置
づ
け

３　

既
知
資
料
の
新
解
釈

二　

論
述
内
容
の
妥
当
性 

→ 

論
理
性
の
担
保

ａ　

反
証
と
論
証
（
証
明
）
の
充
実

ｂ　

作
品
論
と
資
料
論
の
バ
ラ
ン
ス

三　

論
述
形
式
の
妥
当
性 

→ 

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実

ａ　

章
立
て
（「
は
じ
め
に
」
と
「
お
わ
り
に
」
を
含
む
）
の
適
切
さ

ｂ　

文
章
の
平
明
さ

ｃ　

本
文
と
註
の
バ
ラ
ン
ス

ｄ　

資
料
引
用
や
註
の
公
平
性

・
査
読
委
員
の
選
任
を
は
じ
め
と
し
た
査
読
に
関
す
る
全
責
任
は
、
編
集
責
任
者
が
一
切
を
負
う
。

・
査
読
委
員
は
編
集
責
任
者
に
加
え
、
内
容
に
応
じ
た
外
部
の
専
門
家
二
名
に
委
嘱
す
る
。

・
掲
載
の
可
否
は
、
そ
の
理
由
と
と
も
に
執
筆
者
に
伝
え
る
こ
と
と
し
、
掲
載
論
文
の
み
、
査
読
者
お
よ
び
掲
載
総
評
を
公
表
す
る
。

・
査
読
委
員
が
論
及
作
品
の
資
料
性
に
問
題
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
そ
の
使
用
を
認
め
な
い
こ
と
が
あ
る
。

・
作
品
や
文
献
に
関
し
、
査
読
委
員
が
別
資
料
を
把
握
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
を
提
供
し
た
う
え
で
反
映
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

・
第
三
者
に
伝
え
る
た
め
の
文
章
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
文
体
や
専
門
用
語
の
使
用
に
つ
い
て
再
考
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。




